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○ 越 前 市 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 施 行 規 則  

令 和 ５ 年 ３ 月 ２ ２ 日  

規 則 第 １ ４ 号  

(趣 旨 )  

第 １ 条  こ の 規 則 は 、個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 (平 成 １ ５ 年 法 律 第 ５ ７ 号 。以

下「 法 」と い う 。)、個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 施 行 令 (平 成 １ ５ 年 政 令 第 ５ ０

７ 号 。 以 下 「 政 令 」 と い う 。 )及 び 越 前 市 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 施 行 条 例

(令 和 ５ 年 越 前 市 条 例 第 ４ 号 。以 下「 条 例 」と い う 。 )の 施 行 に 関 し 、市 長 が 行 う

個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 事 務 に つ い て 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

(定 義 )  

第 ２ 条  こ の 規 則 に お い て 使 用 す る 用 語 は 、 法 及 び 政 令 に お い て 使 用 す る 用 語 の

例 に よ る 。  

(個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 )  

第 ３ 条  法 第 ７ ５ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 は 、 個 人 情 報 フ ァ イ ル

簿 (様 式 第 １ 号 )に よ る も の と す る 。  

(保 有 個 人 情 報 開 示 請 求 書 )  

第 ４ 条  条 例 第 ３ 条 に 規 定 す る 開 示 請 求 書 は 、保 有 個 人 情 報 開 示 請 求 書 (様 式 第 ２

号 )に よ る も の と す る 。  

(保 有 個 人 情 報 の 開 示 決 定 通 知 書 等 )  

第 ５ 条  法 第 ８ ２ 条 第 １ 項 の 書 面 は 、 保 有 個 人 情 報 の 開 示 決 定 通 知 書 (様 式 第 ３

号 )と す る 。  

２  法 第 ８ ２ 条 第 ２ 項 の 書 面 は 、保 有 個 人 情 報 の 開 示 を し な い 旨 の 決 定 通 知 書 (様

式 第 ４ 号 )と す る 。  

(保 有 個 人 情 報 開 示 決 定 等 期 限 延 長 通 知 書 )  

第 ６ 条  法 第 ８ ３ 条 第 ２ 項 の 書 面 は 、保 有 個 人 情 報 開 示 決 定 等 期 限 延 長 通 知 書 (様

式 第 ５ 号 )と す る 。  

(保 有 個 人 情 報 開 示 決 定 等 期 限 特 例 延 長 通 知 書 )  

第 ７ 条  条 例 第 ４ 条 に お い て 読 み 替 え て 適 用 す る 法 第 ８ ４ 条 の 書 面 は 、 保 有 個 人

情 報 開 示 決 定 等 期 限 特 例 延 長 通 知 書 (様 式 第 ６ 号 )と す る 。  
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(保 有 個 人 情 報 開 示 請 求 に 係 る 事 案 の 移 送 )  

第 ８ 条  法 第 ８ ５ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 事 案 の 移 送 は 、 他 の 行 政 機 関 の 長 等 へ の

保 有 個 人 情 報 開 示 請 求 事 案 移 送 書 (様 式 第 ７ 号 )に よ り 行 う も の と す る 。  

２  法 第 ８ ５ 条 第 １ 項 の 書 面 は 、保 有 個 人 情 報 開 示 請 求 に 係 る 事 案 移 送 通 知 書 (様

式 第 ８ 号 )と す る 。  

(第 三 者 意 見 照 会 書 等 )  

第 ９ 条  法 第 ８ ６ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 通 知 は 、第 三 者 意 見 照 会 書 (法 第 ８ ６ 条 第

１ 項 適 用 )(様 式 第 ９ 号 )に よ り 行 う も の と す る 。  

２  法 第 ８ ６ 条 第 ２ 項 の 書 面 は 、 第 三 者 意 見 照 会 書 (法 第 ８ ６ 条 第 ２ 項 適 用 )(様 式

第 １ ０ 号 )と す る 。  

３  法 第 ８ ６ 条 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 の 意 見 書 は 、第 三 者 開 示 決 定 等 意 見 書 (様 式 第 １

１ 号 )と す る 。  

４  法 第 ８ ６ 条 第 ３ 項 の 書 面 は 、 反 対 意 見 書 に 係 る 保 有 個 人 情 報 の 開 示 決 定 通 知

書 (様 式 第 １ ２ 号 )と す る 。  

(電 磁 的 記 録 の 開 示 の 方 法 )  

第 １ ０ 条  法 第 ８ ７ 条 第 １ 項 の 行 政 機 関 等 が 定 め る 方 法 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 電

磁 的 記 録 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 方 法 と す る 。 た だ し 、 当 該 各 号 に 定

め る 方 法 に よ り 難 い と き は 、 市 長 が 適 当 と 認 め る 方 法 に よ り 行 う も の と す る 。  

(１ )  市 長 が 保 有 す る 機 器 及 び プ ロ グ ラ ム を 用 い て 用 紙 に 出 力 す る こ と が で き

る 電 磁 的 記 録  当 該 電 磁 的 記 録 を 用 紙 に 出 力 し た 物 若 し く は そ れ を 複 写 し た

物 の 閲 覧 又 は 交 付  

(２ )  市 長 が 保 有 す る 機 器 及 び プ ロ グ ラ ム を 用 い て 再 生 す る こ と が で き る 電 磁

的 記 録  当 該 電 磁 的 記 録 又 は 当 該 電 磁 的 記 録 を 複 写 し た も の を 再 生 し た も の

の 閲 覧 、 聴 取 又 は 視 聴  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 電 磁 的 記 録 を 電 磁 的 記 録 媒 体 に 複 写 し た も の

の 交 付 が 容 易 で あ る と き は 、 当 該 複 写 し た も の の 交 付 と す る こ と が で き る 。  

３  前 項 の 規 定 に よ る 電 磁 的 記 録 を 複 写 し た も の の 交 付 は 、 当 該 電 磁 的 記 録 の 全

部 を 開 示 す る 場 合 に 限 り 行 う も の と す る 。  

(保 有 個 人 情 報 の 開 示 の 実 施 方 法 等 申 出 書 )  
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第 １ １ 条  政 令 第 ２ ６ 条 第 １ 項 の 書 面 は 、 保 有 個 人 情 報 の 開 示 の 実 施 方 法 等 申 出

書 (様 式 第 １ ３ 号 )と す る 。  

(文 書 又 は 図 画 の 写 し の 交 付 部 数 )  

第 １ ２ 条  法 第 ８ ７ 条 の 規 定 に よ り 保 有 個 人 情 報 の 開 示 を 行 う 場 合 に お い て 、 保

有 個 人 情 報 が 記 録 さ れ た 文 書 又 は 図 画 の 写 し を 交 付 す る と き の 交 付 部 数 は 、 開

示 請 求 １ 件 に つ き １ 部 と す る 。  

(文 書 等 の 閲 覧 以 外 の 方 法 に よ る 開 示 の 実 施 に 要 す る 費 用 等 )  

第 １ ３ 条  条 例 第 ５ 条 た だ し 書 に 規 定 す る 文 書 又 は 図 画 の 閲 覧 以 外 の 方 法 に よ る

開 示 の 実 施 に 要 す る 費 用 は 、 別 表 の と お り と す る 。  

２  前 項 の 費 用 は 、 前 納 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 市 長 が 特 別 の 理 由 が あ る

と 認 め る と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

(写 し 等 の 送 付 に 要 す る 費 用 等 )  

第 １ ４ 条  政 令 第 ２ ８ 条 第 ４ 項 の 送 付 並 び に 第 １ ０ 条 第 １ 項 第 １ 号 の 規 定 に よ る

電 磁 的 記 録 を 用 紙 に 出 力 し た 物 又 は そ れ を 複 写 し た 物 の 送 付 及 び 同 条 第 ２ 項 の

規 定 に よ る 電 磁 的 記 録 を 電 磁 的 記 録 媒 体 に 複 写 し た も の の 送 付 に 要 す る 費 用 は 、

当 該 送 付 に 要 す る 郵 便 料 金 相 当 額 と す る 。  

２  政 令 第 ２ ８ 条 第 ４ 項 の 地 方 公 共 団 体 の 規 則 で 定 め る 方 法 は 、 納 付 書 又 は 郵 便

切 手 に よ り 納 付 す る 方 法 と す る 。  

３  第 １ ０ 条 第 １ 項 第 １ 号 の 規 定 に よ る 電 磁 的 記 録 を 用 紙 に 出 力 し た 物 又 は そ れ

を 複 写 し た 物 の 送 付 及 び 同 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 電 磁 的 記 録 を 電 磁 的 記 録 媒 体

に 複 写 し た 物 の 送 付 に 要 す る 費 用 は 、 納 付 書 又 は 郵 便 切 手 に よ り 納 付 し な け れ

ば な ら な い 。  

(訂 正 請 求 書 )  

第 １ ５ 条  条 例 第 ６ 条 に 規 定 す る 訂 正 請 求 書 は 、保 有 個 人 情 報 訂 正 請 求 書 (様 式 第

１ ４ 号 )に よ る も の と す る 。  

(保 有 個 人 情 報 の 訂 正 決 定 通 知 書 等 )  

第 １ ６ 条  法 第 ９ ３ 条 第 １ 項 の 書 面 は 、保 有 個 人 情 報 の 訂 正 決 定 通 知 書 (様 式 第 １

５ 号 )と す る 。  

２  法 第 ９ ３ 条 第 ２ 項 の 書 面 は 、保 有 個 人 情 報 の 訂 正 を し な い 旨 の 決 定 通 知 書 (様
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式 第 １ ６ 号 )と す る 。  

(保 有 個 人 情 報 訂 正 決 定 等 期 限 延 長 通 知 書 )  

第 １ ７ 条  法 第 ９ ４ 条 第 ２ 項 の 書 面 は 、 保 有 個 人 情 報 訂 正 決 定 等 期 限 延 長 通 知 書

(様 式 第 １ ７ 号 )と す る 。  

(保 有 個 人 情 報 訂 正 決 定 等 期 限 特 例 延 長 通 知 書 )  

第 １ ８ 条  法 第 ９ ５ 条 の 書 面 は 、保 有 個 人 情 報 訂 正 決 定 等 期 限 特 例 延 長 通 知 書 (様

式 第 １ ８ 号 )と す る 。  

(保 有 個 人 情 報 訂 正 請 求 に 係 る 事 案 の 移 送 )  

第 １ ９ 条  法 第 ９ ６ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 事 案 の 移 送 は 、 他 の 行 政 機 関 の 長 等 へ

の 保 有 個 人 情 報 訂 正 請 求 事 案 移 送 書 (様 式 第 １ ９ 号 )に よ り 行 う も の と す る 。  

２  法 第 ９ ６ 条 第 １ 項 の 書 面 は 、保 有 個 人 情 報 訂 正 請 求 に 係 る 事 案 移 送 通 知 書 (様

式 第 ２ ０ 号 )と す る 。  

(保 有 個 人 情 報 提 供 先 へ の 訂 正 決 定 通 知 書 )  

第 ２ ０ 条  法 第 ９ ７ 条 の 書 面 は 、保 有 個 人 情 報 提 供 先 へ の 訂 正 決 定 通 知 書 (様 式 第

２ １ 号 )と す る 。  

(利 用 停 止 請 求 書 )  

第 ２ １ 条  条 例 第 ７ 条 に 規 定 す る 利 用 停 止 請 求 書 は 、 保 有 個 人 情 報 利 用 停 止 請 求

書 (様 式 第 ２ ２ 号 )に よ る も の と す る 。  

(保 有 個 人 情 報 の 利 用 停 止 決 定 通 知 書 等 )  

第 ２ ２ 条  法 第 １ ０ １ 条 第 １ 項 の 書 面 は 、保 有 個 人 情 報 の 利 用 停 止 決 定 通 知 書 (様

式 第 ２ ３ 号 )と す る 。  

２  法 第 １ ０ １ 条 第 ２ 項 の 書 面 は 、 保 有 個 人 情 報 の 利 用 停 止 を し な い 旨 の 決 定 通

知 書 (様 式 第 ２ ４ 号 )と す る 。  

(保 有 個 人 情 報 利 用 停 止 決 定 等 期 限 延 長 通 知 書 )  

第 ２ ３ 条  法 第 １ ０ ２ 条 第 ２ 項 の 書 面 は 、 保 有 個 人 情 報 利 用 停 止 決 定 等 期 限 延 長

通 知 書 (様 式 第 ２ ５ 号 )と す る 。  

(保 有 個 人 情 報 利 用 停 止 決 定 等 期 限 特 例 延 長 通 知 書 )  

第 ２ ４ 条  法 第 １ ０ ３ 条 の 書 面 は 、 保 有 個 人 情 報 利 用 停 止 決 定 等 期 限 特 例 延 長 通

知 書 (様 式 第 ２ ６ 号 )と す る 。  
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(諮 問 書 )  

第 ２ ５ 条  法 第 １ ０ ５ 条 第 ３ 項 に お い て 読 み 替 え て 適 用 す る 同 条 第 １ 項 の 規 定 に

よ る 諮 問 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 当 該 諮 問 に 係 る 審 査 請 求 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各

号 に 定 め る 書 面 に よ り 行 う 。  

(１ )  開 示 請 求 等 に つ い て の 審 査 請 求  諮 問 書 (開 示 決 定 等 )(様 式 第 ２ ７ 号 )  

(２ )  訂 正 決 定 等 に つ い て の 審 査 請 求  諮 問 書 (訂 正 決 定 等 )(様 式 第 ２ ８ 号 )  

(３ )  利 用 停 止 決 定 等 に つ い て の 審 査 請 求  諮 問 書 (利 用 停 止 決 定 等 )(様 式 第 ２

９ 号 )  

(４ )  開 示 請 求 、 訂 正 請 求 又 は 利 用 停 止 請 求 に 係 る 不 作 為 に つ い て の 審 査 請 求  

諮 問 書 (開 示 請 求 ・ 訂 正 請 求 ・ 利 用 停 止 請 求 に 係 る 不 作 為 )(様 式 第 ３ ０ 号 )  

(審 査 会 に 諮 問 を し た 旨 の 通 知 書 )  

第 ２ ６ 条  法 第 １ ０ ５ 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 同 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 通 知 は 、

審 査 会 に 諮 問 を し た 旨 の 通 知 書 (様 式 第 ３ １ 号 )に よ り 行 う も の と す る 。  

(運 用 状 況 の 公 表 )  

第 ２ ７ 条  条 例 第 ９ 条 の 規 定 に よ る 運 用 状 況 の 公 表 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 市 長 が

発 行 す る 広 報 紙 に 掲 載 す る 方 法 に よ り 行 う も の と す る 。  

(１ )  開 示 請 求 、 訂 正 請 求 及 び 利 用 停 止 請 求 の 件 数  

(２ )  開 示 決 定 等 、 訂 正 決 定 等 及 び 利 用 停 止 決 定 等 の 件 数  

(３ )  開 示 決 定 等 、訂 正 決 定 等 及 び 利 用 停 止 決 定 等 に つ い て の 審 査 請 求 の 件 数 並

び に そ の 処 理 状 況  

(４ )  前 ３ 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 市 長 が 必 要 と 認 め た 事 項  

附  則  

(施 行 期 日 )  

１  こ の 規 則 は 、 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

(越 前 市 個 人 情 報 保 護 条 例 施 行 規 則 及 び 越 前 市 個 人 情 報 保 護 審 議 会 規 則 の 廃 止 )  

２  越 前 市 個 人 情 報 保 護 条 例 施 行 規 則 (平 成 １ ７ 年 越 前 市 規 則 第 ２ ３ 号 )及 び 越 前

市 個 人 情 報 保 護 審 議 会 規 則 (平 成 １ ７ 年 越 前 市 規 則 第 ２ ４ 号 )は 、 廃 止 す る 。  

別 表 (第 １ ３ 条 関 係 )  

区 分  開 示 の 方 法  開 示 の 実 施 に 要 す る 費 用  
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保 有 個 人 情 報 が

文 書 又 は 図 画 に

記 録 さ れ て い る

と き  

文 書 又 は 図 画 の 閲 覧  無 料  

文 書 又 は 図 画 の 写 し の 交

付  

白 黒 の 場 合  １ 枚 に つ き １ ０ 円  

カ ラ ー の 場 合  １ 枚 に つ き ５ ０ 円  

保 有 個 人 情 報 が

電 磁 的 記 録 に 記

録 さ れ て い る と

き  

用 紙 に 出 力 す る こ と が で

き る 電 磁 的 記 録 を 出 力 し

た 物 の 閲 覧  

無 料  

用 紙 に 出 力 す る こ と が で

き る 電 磁 的 記 録 を 出 力 し

た 物 の 写 し の 交 付  

白 黒 の 場 合  １ 枚 に つ き １ ０ 円  

カ ラ ー の 場 合  １ 枚 に つ き ５ ０ 円  

再 生 す る こ と が で き る 電

磁 的 記 録 又 は 当 該 電 磁 的

記 録 を 複 写 し た も の を 再

生 し た も の の 閲 覧 、聴 取 又

は 視 聴  

無 料  

電 磁 的 記 録 を 電 磁 的 記 録

媒 体 に 複 写 し た も の の 交

付  

当 該 電 磁 的 記 録 媒 体 の 複 写 に 要 す る

費 用  

備 考  

１  文 書 若 し く は 図 画 の 写 し の 交 付 又 は 電 磁 的 記 録 を 出 力 し た 物 の 写 し の 交

付 の 方 法 に よ り 開 示 す る と き は 、 日 本 産 業 規 格 A列 ３ 番 (以 下 「 A３ 判 」 と い

う 。 )の 大 き さ 以 内 の 大 き さ の 用 紙 を 用 い 、 そ の 枚 数 を 算 定 す る 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、A３ 判 の 大 き さ を 超 え る 大 き さ の 用 紙 を 用 い る

と き は 、 A３ 判 の 大 き さ の 用 紙 を 用 い た 場 合 に 必 要 と な る 枚 数 に 換 算 (整 数

倍 )し て 枚 数 を 算 定 す る 。  

３  前 ２ 項 の 場 合 に お い て 、 用 紙 の 両 面 に 写 し を と る と き は 、 片 面 を １ 枚 と

し て 枚 数 を 算 定 す る 。  

４  市 の 機 関 が 事 業 者 等 に 委 託 し て 文 書 若 し く は 図 画 の 写 し 又 は 電 磁 的 記 録

を 出 力 し た 物 の 写 し を 作 成 す る と き は 、こ の 表 の 規 定 に か か わ ら ず 、当 該 写
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し の 作 成 に 要 す る 費 用 を 開 示 の 実 施 に 要 す る 費 用 と す る 。  
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様 式 第 １ 号 (第 ３ 条 関 係 )  

様 式 第 ２ 号 (第 ４ 条 関 係 )  

様 式 第 ３ 号 (第 ５ 条 関 係 )  

様 式 第 ４ 号 (第 ５ 条 関 係 )  

様 式 第 ５ 号 (第 ６ 条 関 係 )  

様 式 第 ６ 号 (第 ７ 条 関 係 )  

様 式 第 ７ 号 (第 ８ 条 関 係 )  

様 式 第 ８ 号 (第 ８ 条 関 係 )  

様 式 第 ９ 号 (第 ９ 条 関 係 )  

様 式 第 １ ０ 号 (第 ９ 条 関 係 )  

様 式 第 １ １ 号 (第 ９ 条 関 係 )  

様 式 第 １ ２ 号 (第 ９ 条 関 係 )  

様 式 第 １ ３ 号 (第 １ １ 条 関 係 )  

様 式 第 １ ４ 号 (第 １ ５ 条 関 係 )  

様 式 第 １ ５ 号 (第 １ ６ 条 関 係 )  

様 式 第 １ ６ 号 (第 １ ６ 条 関 係 )  

様 式 第 １ ７ 号 (第 １ ７ 条 関 係 )  

様 式 第 １ ８ 号 (第 １ ８ 条 関 係 )  

様 式 第 １ ９ 号 (第 １ ９ 条 関 係 )  

様 式 第 ２ ０ 号 (第 １ ９ 条 関 係 )  

様 式 第 ２ １ 号 (第 ２ ０ 条 関 係 )  

様 式 第 ２ ２ 号 (第 ２ １ 条 関 係 )  

様 式 第 ２ ３ 号 (第 ２ ２ 条 関 係 )  

様 式 第 ２ ４ 号 (第 ２ ２ 条 関 係 )  

様 式 第 ２ ５ 号 (第 ２ ３ 条 関 係 )  

様 式 第 ２ ６ 号 (第 ２ ４ 条 関 係 )  

様 式 第 ２ ７ 号 (第 ２ ５ 条 関 係 )  

様 式 第 ２ ８ 号 (第 ２ ５ 条 関 係 )  

様 式 第 ２ ９ 号 (第 ２ ５ 条 関 係 )  
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様 式 第 ３ ０ 号 (第 ２ ５ 条 関 係 )  

様 式 第 ３ １ 号 (第 ２ ６ 条 関 係 )  

 


